
別紙１ 

新旧対照表 

【税関様式関係通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 107 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

  

改正後 改正前 

輸入（納税）申告書（内国消費税等課税標準数量等申告書兼用） 

（Ｃ－5020） 

 

（省略） 

 

Ⅱ 輸入（納税）申告書の記載要領 

＜申告書上段の記載要領＞ 

（省略） 

「あて先」欄には、申告書を提出する税関官署の長の名称（例えば、〇〇

税関〇〇出張所長）を記載する。 

 「輸入者」欄には、「貨物を輸入しようとする者」を記載する。その意義

は、関税法基本通達67－３－３の２に定めるところによる。 

（省略） 

 

（省略） 

 

輸入貨物の評価（個別･包括）申告書Ⅰ（Ｃ―5300） 

 

輸入貨物の評価（個別･包括）申告書Ⅱ（Ｃ―5310） 

 

（省略） 

 

＜評価申告書Ⅰの各欄への記載事項＞ 

（Ａの１の欄） 

(1) 「輸入者」とは、関税法施行令第59条第１項第１号に規定する「貨物

を輸入しようとする者」をいい、その意義は、関税法基本通達67－３－

３の２に定めるところによる。 

「輸出者」とは、貨物を外国から本邦に向けて送り出す者をいう。 
(2)～(4) （省略） 

 

（省略） 

輸入（納税）申告書（内国消費税等課税標準数量等申告書兼用） 

（Ｃ－5020） 

 

（同左） 

 

Ⅱ 輸入（納税）申告書の記載要領 

＜申告書上段の記載要領＞ 

（同左） 

（同左） 

 

（新規） 

 

（同左） 

 

（同左） 

 

輸入貨物の評価（個別･包括）申告書Ⅰ（Ｃ―5300） 

 

輸入貨物の評価（個別･包括）申告書Ⅱ（Ｃ―5310） 

 

（同左） 

 

＜評価申告書Ⅰの各欄への記載事項＞ 

（Ａの１の欄） 

(1) 「輸入者」及び「輸出者」とは、外国から本邦に到着した貨物を本邦

に引き取る者及び貨物を外国から本邦に向けて送り出す者をいう。 
 
 
(2)～(4) （同左） 

 
（同左） 

 


